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JSG ニュースレター 

外国籍「特定専門人材」の租税優遇措置について 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

2017 年 11 月に多くの外国籍専門人材を誘致を目的とした「外国籍専門

人材の招聘と雇用法」が公布され、その中で外国籍特定専門人材への労働

許可、ビザ、居留、保険、税金、退職等の待遇向上が図られています。 

また同法の公布に伴い、財政部が「外国籍特定専門人材の所得税減免弁

法」を制定し、2018 年 2 月 8 日に施行されています。これにより、一定

の条件を満たす外国籍特定専門人材は、同弁法に規定されている租税優遇

を利用できます。 

上記二法の主なポイントは、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①外国籍特定専門人材が、台湾で専門事業に従事する場合に雇用主を介さず

に自由に転職が可能となる「就業ゴールドカード」の申請が可能となった。 

②外国籍特定専門人材の招聘雇用の許可期間が 3 年から 5 年に拡大された。 

③外国籍特定専門人材が台湾での居留権を取得し、かつ給与所得が新台湾ド

ル 300 万元を超過した初めての年から起算して３年間は、滞在日数 183 日

以上の要件を満たした課税年度ごとに、給与所得が300万元を超過した部分

の課税を半額にする優遇措置を設けた。 
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上記の特定専門人材の租税優遇措置については、多くの日系企業におい

て金額的なメリットが大きいことが実務によって明らかになってきていま

すので、まだ適用を検討されていない日系企業におかれましては、早期に

ご検討いただければ幸いです。 
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過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSGのホームページはこちら 
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